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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 8月 17日 (2007.8.17)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 表 面 に ト ナ ー 像 を 担 持 す る 像 担 持 体 を 備 え た 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト と 、
該 像 担 持 体 上 の 残 留 ト ナ ー を 除 去 す る ク リ ー ニ ン グ 装 置 と 、
該 ク リ ー ニ ン グ 装 置 で 除 去 し た 残 留 ト ナ ー を 回 収 す る 廃 ト ナ ー 回 収 部 と を 有 す る 画 像 形 成
装 置 に お い て 、

た こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置
【 請 求 項 ２ 】

求 項 の 画 像 形 成 装 置 に お い て 、
上 記 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 の 容 積 を 、 上 記 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト の 寿 命 と 同 時 間 で 該 像 担 持 体 ユ ニ
ッ ト か ら 回 収 が 予 測 さ れ る 廃 ト ナ ー 量 と 略 同 一 と な る よ う に 設 定 し た こ と を 特 徴 と す る 画
像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 又 は の 画 像 形 成 装 置 に お い て 、
上 記 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 内 部 で あ っ て 廃 ト ナ ー 入 口 部 か ら 離 れ た 位 置 に 廃 ト ナ ー を 搬 送 す る
こ と が で き る 搬 送 部 材 を 、 該 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 に 設 け た こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】

残 留 ト ナ ー を 収 容 す る 所 定 の 容 積 を 持 っ た 上 記 ク リ ー ニ ン グ 装 置 と は 別 体 の 廃 ト ナ ー 回 収
容 器 を 上 記 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト の 内 部 に 配 設 し て 上 記 廃 ト ナ ー 回 収 部 を 構 成 し 、
上 記 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト に 対 す る 該 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 の 装 置 手 前 側 へ の 引 き 出 し 、 及 び 装 置
奥 側 へ の 押 し 込 み に よ る 着 脱 の た め 、 該 引 き 出 し 及 び 押 し 込 み の 方 向 に 上 記 像 担 持 体 ユ ニ
ッ ト に 対 し て 該 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 を ガ イ ド す る ガ イ ド 機 構 を 設 け 、
装 置 本 体 に 対 し 該 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 を 該 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト と 一 体 で 着 脱 で き 、 ま た 、 装 置
本 体 に 装 着 さ れ た 状 態 の 上 記 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト に 対 し て 該 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 を 着 脱 で き る
よ う に 構 成 し 。

　 請 １

１ ２



【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 請 求 項 １ の 発 明 は 、 表 面 に ト ナ ー 像 を 担 持 す る 像 担 持 体 を
備 え た 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト と 、 該 像 担 持 体 上 の 残 留 ト ナ ー を 除 去 す る ク リ ー ニ ン グ 装 置 と 、
該 ク リ ー ニ ン グ 装 置 で 除 去 し た 残 留 ト ナ ー を 回 収 す る 廃 ト ナ ー 回 収 部 と を 有 す る 画 像 形 成
装 置 に お い て 、

上 記 廃 ト ナ ー 回 収 部 を 上 記 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト の 内 部 に 配 設 し
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】

記 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト 内 部 の 従 来 デ ッ ド ス ペ ー ス で あ っ た 部 分 に 上 記 廃 ト ナ ー 回 収 部 を
配 設 し た の で 、 該 廃 ト ナ ー 回 収 部 を 装 置 内 部 の 他 の 部 分 に 配 設 す る 場 合 に 比 べ 、 該 廃 ト ナ
ー 回 収 部 の 設 置 ス ペ ー ス を 設 け る 必 要 が な く 、 該 廃 ト ナ ー 回 収 部 の 設 置 ス ペ ー ス 分 だ け 装
置 の 小 型 化 を 図 る こ と が で き る 。 ま た 、 上 記 廃 ト ナ ー 回 収 部 を 装 置 背 面 等 の 上 記 ク リ ー ニ
ン グ 装 置 か ら 離 れ た と こ ろ に 配 設 す る 場 合 に 比 べ 、 該 廃 ト ナ ー 回 収 部 を よ り ク リ ー ニ ン グ
装 置 の 近 く に 配 設 す る こ と が 可 能 と な り 、 該 ク リ ー ニ ン グ 装 置 か ら 廃 ト ナ ー 回 収 部 ま で の
搬 送 経 路 の 長 さ が 短 く て す む た め 、 廃 ト ナ ー 搬 送 の た め の 構 成 部 品 の コ ス ト ダ ウ ン を 図 る
こ と が 可 能 と な る 。 な お 、 上 記 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト と し て は 、 感 光 体 ユ ニ ッ ト や 中 間 転 写 ユ
ニ ッ ト な ど が あ る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 、

た
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 、 上 記 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 が 廃 ト ナ ー で 満 杯 に な っ た と き に 、 該 廃 ト ナ ー 回 収 容 器
を 上 記 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト か ら 独 立 し て 、 も し く は 、 一 体 で 着 脱 し て 交 換 で き る の で 、 着 脱
時 の 操 作 性 が よ い 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
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残 留 ト ナ ー を 収 容 す る 所 定 の 容 積 を 持 っ た 上 記 ク リ ー ニ ン グ 装 置 と は 別 体
の た 。

　 上

更 に 、 請 求 項 １ の 発 明 は 上 記 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト に 対 す る 該 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 の 装 置 手
前 側 へ の 引 き 出 し 、 及 び 装 置 奥 側 へ の 押 し 込 み に よ る 着 脱 の た め 、 該 引 き 出 し 及 び 押 し 込
み の 方 向 に 上 記 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト に 対 し て 該 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 を ガ イ ド す る ガ イ ド 機 構 を
設 け 、 装 置 本 体 に 対 し 該 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 を 該 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト と 一 体 で 着 脱 で き 、 ま た
、 装 置 本 体 に 装 着 さ れ た 状 態 の 上 記 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト に 対 し て 該 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 を 着 脱
で き る よ う に 構 成 し 。

よ っ て



【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 請 求 項 の 発 明 は 、 請 求 項 の 画 像 形 成 装 置 に お い て 、 上 記 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 の 容 積 を
、 上 記 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト の 寿 命 と 同 時 間 で 該 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト か ら 回 収 が 予 測 さ れ る 廃 ト
ナ ー 量 と 略 同 一 と な る よ う に 設 定 し た こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 請 求 項 の 発 明 は 、 請 求 項 又 は の 画 像 形 成 装 置 に お い て 、 上 記 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 内
部 で あ っ て 廃 ト ナ ー 入 口 部 か ら 離 れ た 位 置 に 廃 ト ナ ー を 搬 送 す る こ と が で き る 搬 送 部 材 を
、 該 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 に 設 け た こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 の 発 明 に よ れ ば 、 上 記 像 担 持 体 ユ ニ ッ ト 内 部 の 従 来 デ ッ ド ス ペ ー ス で あ
っ た 部 分 に 上 記 廃 ト ナ ー 回 収 部 を 配 設 し た の で 、 該 廃 ト ナ ー 回 収 部 の 設 置 ス ペ ー ス 分 だ け
装 置 の 小 型 化 を 図 る こ と が で き る と い う 優 れ た 効 果 が あ る 。 ま た 、 該 ク リ ー ニ ン グ 装 置 か
ら 廃 ト ナ ー 回 収 部 ま で の 搬 送 経 路 の 長 さ が 短 く て す む た め 、 廃 ト ナ ー 搬 送 の た め の 構 成 部
品 の コ ス ト ダ ウ ン を 図 る こ と が 可 能 と な る と い う 優 れ た 効 果 も あ る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 上 記 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 の 着 脱 時 の 操 作 性 が よ い と い う 優 れ た 効 果 が あ る 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 特 に 、 請 求 項 の 発 明 に よ れ ば 、 上 記 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 の 交 換 が 、 上 記 像 担 持 体 ユ ニ ッ
ト の 交 換 と 同 時 に 実 施 で き 、 交 換 者 の 作 業 工 数 の 低 減 を 図 る こ と が で き る と い う 優 れ た 効
果 が あ る 。
【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 特 に 、 請 求 項 の 発 明 に よ れ ば 、 廃 ト ナ ー の 滞 留 を 考 慮 し て 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 の 容 量 を
大 き め に 設 定 し て お く 場 合 に 比 べ 、 廃 ト ナ ー 回 収 容 器 の 容 積 を 必 要 最 小 限 の 大 き さ に す る
こ と が で き る と い う 優 れ た 効 果 が あ る 。
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